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第１章 総則 

 

１ 業務目的 

本業務は、災害が発生又はそのおそれがある場合に、地域住民に対し、緊急時の的確

な防災情報の伝達を行うとともに、日常の一般行政情報の伝達を行うことを目的に、防

災行政無線の調査及び実施設計を行う。設計に当たっては、設計条件に基づき宇治市（以

下｢発注者｣という。）が施工する宇治市防災行政無線整備事業を実施するために必要な

設計図書を作成するものである。 

受託者は、本市の自然環境、地形及び他システムの整備状況を十分に考慮するととも

に、将来の社会情勢の変化にも対応出来るよう合理的、経済的で最適なシステム構築す

ることを基本理念とした設計を行うものとする。 

 

２ 業務名 

宇治市防災行政無線設計業務 

 

３ 対象地域 

京都府宇治市全域 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和７年３月２４日までとする。 

但し、令和６年１１月３０日までに事業計画の概要及び整備費を提出のこと。 

 

５ 業務概要 

本契約の業務概要は以下のとおりとする。 

（１）資料収集整理 

（２）実地調査 

（３）防災行政無線システム方式比較検討 

（４）机上回線検討 

（５）屋外拡声子局等配置検討（戸別受信機を含む） 

（６）電波伝搬調査（同報系、地域振興波、簡易無線） 

（７）情報配信手段の検討 

（８）関係機関協議及び協議資料の作成 

（９）概算整備費算出 

（10）システム設計 

（11）耐震設計書の作成 

（12）発注仕様書の作成 

（13）数量計算書の作成 

（14）設計図面の作成 



（15）補助金及び事業説明資料作成支援 

（16）防災行政無線（同報系）を補完する防災行政無線（移動系）の提案 

（17）意見招請 

 

６ 関係法令等 

本業務の実施にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、次の法令等の定めに従

わなければならない。 

（１）電波法及び同法施行令 

（２）有線電気通信法及び同法管経法令等 

（３）電気通信事業法及び同法管経法令等 

（４）電気設備技術基準等の経済産業省令等 

（５）建築基準法及び同法施行令 

（６）道路交通法及び同法施行令 

（７）道路法および同法施行令 

（８）日本産業規格（ＪＩＳ） 

（９）宇治市地域防災計画 

（10）宇治市国民保護計画 

（11）宇治市関係条例等諸規則 

（12）その他の関係法令 

 

７ 諸手続き 

本業務に必要な諸手続きは、受注者が行うものとする。 

 

８ 再委託の制限 

  受注者は、本業務の全部の処理を第三者に請け負わせ、または委託してはならない。 

 

９ 秘密の保護 

  受注者は、本業務の実施過程で知り得た情報、提供された資料について、情報機密保

護の観点から、発注者の承諾なく第三者に漏らしてはならない。 

  本業務完了後においても同様とする。 

 

１０ 疑義 

本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、発注者と協議して取り決めるものとし、

受注者の一方的な解釈で業務を実施してはならない。 

 

１１ 提出書類 

受注者は、契約後速やかに以下の書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。 

（１）業務計画書 



（２）業務体制表 

（３）業務工程表 

（４）業務着手届 

（５）その他必要とする書類 

 

１２ 資格要件等 

①本業務に従事する管理技術者及び照査技術者は下記資格のいずれかを保有する こ

と。また、常勤で 3 年以上雇用されているもので、資格取得後同類業務にて実務実

績があること。管理技術者と照査技術者の併任は認めない。 

・技術士（電気電子部門） 

・ＲＣＣＭ（電気電子部門） 

②担当技術者は第一級陸上特殊無線技士を有しているものを複数名配置すること。 

③建設コンサルタントの部門登録（電気電子部門）を登録していること。 

④京都府内に本社または支社・営業所があり、本業務に従事する管理技術者及び照査

技術者が常駐していること。 

⑤過去１０年間に本業務と同種の設計業務の実績があること。 

⑥過去１０年間に同種業務(消防デジタル無線設備に関する設計業務及び施工監理業

務含む)にて、契約不履行等により違約金を払っていないこと。 

⑦同報通信システムの実験試験及び地域振興波の実験試験が行えること。 

 

１３ 制限事項 

  受注者は本業務に基づく整備工事の入札に参加できないものとする。 

 

１４ 打合せ協議 

本業務に伴う基本的な協議は以下の７回とするが、必要に応じて実施する。 

１）業務着手時 

２）防災行政無線システム方式比較検討 報告時 

３）電波伝搬調査 報告時 

４）音達調査 報告時 

５）戸別受信機必要調査 報告時 

６）概算事業費算出・工事発注資料 作成時 

７）成果物納品時 



第２章 調査 

 

１ 資料収集整理 

既存施設の把握に必要な図面、機器資料、また配置する箇所の選定に必要な資料およ

び情報を収集し、整理する。 

 

２ 実地調査 

親局(宇治市役所)、中継局（選定システム上必要であれば）、屋外拡声子局等の設備設

置想定箇所の状況を把握し、子局候補箇所について、電源の状況や周囲の環境などにつ

いて調査を行う。 

 

３ 防災行政無線システム方式比較検討 

システムを構築するにあたり、様々な方式を比較検討すること。 

なお、方式の比較検討にあたっては、本市の風土及び市勢等を考慮した経済的かつ効

率的で耐久性に優れたシステムとなるようシステムの概要及び整備方針について検討し、

令和６年８月３１日までに概算整備費を含む比較表を提出するものとする。 

また、J－ALERT や市の既存の情報伝達手段との接続等の検討を行い、全体のシステム

構成を行うものとする。 

① システムの長所、短所 

② 災害時の有効性 

③ 伝達範囲 

④ 費用対効果など 

 

４ 机上回線検討 

比較検討を行った各方式について、親局(宇治市役所)及び中継局（選定システム上必

要であれば）からの電波をシミュレーションし、エリア状況、再送信子局の必要性の有

無等について確認する。 

また計画されている屋外拡声子局について、机上計算による回線設計を行い、十分な

回線品質を確保できることを確認する。 

 

５ 屋外拡声子局等配置検討 

机上検討を基に、効率的な情報伝達が可能となるように最適な配置検討を行う。配置

検討にあたっては、宇治市内の地形・特徴を考慮して行うものとする。 

また、必要に応じて戸別受信機の設置箇所についても整理する。 

 

６ 電波伝搬調査（データ整理・分析含む） 

比較検討の結果に基づき、選定された方式による電波伝搬調査を実施する。電波伝搬

測定箇所は、机上回線設計を行った上で実施するものとし、屋外拡声子局の受信状況が



把握可能となるよう対象となるすべての子局において行うものとする。 

調査の結果、十分な品質を満たしていない場合は、再度机上検討を行う。 

測定項目は、免許申請に必要となる項目とする。 

 

７ 情報配信手段の検討 

  多様な情報配信手段の導入について、情報伝達内容・即時性・操作性・拡張性・概算

整備費・概算維持管理費等の検討をすること。 

 

８ 関係機関協議及び協議資料の作成 

総務省近畿総合通信局との協議及び協議用資料作成を行うこと。また可能な限り設置

計画について近畿総合通信局担当者の了解を得ること。 

 

９ 整備費算出 

比較検討により決定した方式について、必要な資料を作成し整備費を算出すること。 

なお、整備費及び必要資料は令和６年１１月３０日までに提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 実施設計 

 

１ システム設計 

（１）システム構成の検討 

基本設計により決定した方式によりシステム構成を検討するとともに、音達の効率

化を基本に設計を行う。 

また、システム設置による役所機能の充実化を図るため J-ALERT との接続、既存シ

ステムとの連携など、情報伝達の多重化を検討し、全体のシステム構成を行う。 

（２）設計計算 

材料や機器の選定に必要となる計算を行う。また、設置設計に必要となる強度計算

についても実施する。 
① 電圧降下計算によるケーブルサイズの算出を行う 
② 支柱構造及び基礎計算を行う 

（３）その他 

①補助金の申請、工事の発注に必要な書類を作成する。 
②防災行政無線（同報系）を補完する防災行政無線（移動系）の提案書を作成する。 

 
２ 耐震設計書の作成 

設置する機器の耐震設計に必要な書類を作成する。 
 
３ 発注仕様書の作成 

工事発注に係る発注仕様書の作成を行う。 

 

４ 数量計算書の作成 

受注者は、発注者と協議した積算方法や単価の決定方法により、整備工事の発注に必

要な数量計算書を作成すること。 

 

５ 設計図面の作成 

システム構成図、基地局等の機器設置図、配線配管図、屋外拡声子局の設置平面図及

び機器の装柱図や外観図など、必要な図面を作成する。 

 

６ 補助金及び事業説明資料作成支援 

  本システムの補助助成制度の調査及び資料作成支援を行うこと。また、その他本事業

に係る説明資料の作成支援を行うこと。 

 

７ 防災行政無線（同報系）を補完する防災行政無線（移動系）の提案をすること。 

 

８ 作成した発注仕様書案について、意見招請を最低２回実施すること。 


